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1.まえがき 

 国土交通省の新しい点検マニュアルによると，今後，部材の

点検結果から損傷要因を推定し，補修工法を検討することが求

められている．特に注目すべきことは，点検の質の向上と新し

く「道路橋毎の健全性の診断」というプロセスが導入された点，

および性能照査の概念が導入された点にあると思われる． 

 点検と診断は，分離して考えるものではなく，両者一体とし

て新しい橋梁維持管理システムを構築する必要があると思われ

る．点検の質の向上のために，担当する検査員は有資格者が求

められる．ここで有資格者とは，本文中に説明している何らか

の資格を有している技術者と定義される．例えば，国家資格の

技術士（鋼構造及びコンクリート），民間資格では，建設コンサ

ルタンツ協会のシビルコンサルティングマネージャ（鋼構造お

よびコンクリート），土木学会の上級土木技術者（橋梁）等が対

象となる． 

 ここでは，医療の流れを参考にして，まず点検と診断につい

て，次にBMS全体の質と関連する技術者について考察を加える． 

 

２．診断について 

診断は，日常よく使われる言葉であるが，その定義を明確に

するために，医療行為の中での診断とはどのように定義されて

いるか紹介する． 

日本大百科全書では，「医師が患者に接触する行為を診察とい

い，その目的は，正確な情報を得て正しい診断を下し，的確な

治療を行い，その正当性をチェックすることにある．医師は，

問診，診察，検査の三つの情報を整理して，総合的な診断を下

すことになる．こうして患者の異常を正しく把握したのちに治

療行為に移るわけであるが，その処置の結果を絶えずチェック

して，診断と治療の的確さを確かめることも診察の中に含まれ

る．」と定義されている． 

あるいは，ネット上の情報として，以下のようにも定義され

ている． 

・診察：初診における患者の情報把握のための重要な医療行

為． 

・診断：健康状態あるいは病気を患者の徴候や他方向の結果

から見分ける診断手続． 

また，機械あるいはある種の系では，診断は「異常の有無を

判断し，異常があればその種類を同定し，何らかの介入（修理）

が必要かどうかを判断する作業」と定義される． 

これらは，ほんの一部であるが，医療においては，「診察」で

必要な情報を獲得し，それに基づいて，「診断」で治療方針等を

決定するというのが一般の流れと考えられる．この場合，「診察」

と「診断」は一連の流れであり，両者は分離できないと考えら

れます．これは，橋梁の場合も同じで，「点検」と「診断］は分

離せず，できれば，同一技術者による，一連の連続した流れと

考える方が合理的ではないか思われます． 

 つまり，医療行為の中の「診察」が点検に該当するし，医療

行為の中の「診断」が，今回新しく導入される橋梁維持管理の

中の「道路橋毎の健全性の診断」（以下，単に診断と略する）に

該当する．「診断」とは，外観目視，化学的検査，および詳細目

視の情報を整理して，橋梁としての性能評価をし，補修の有無

の必要性および補修の時期を判断する行為，と定義されます．  

 
3．維持補修の流れ． 

 医療行為をそのまま橋梁の維持管理に適用することは，必ず

しも適切でないかもしれませんが，医療行為と橋梁維持管理の

流れを図化すると図－1，図－2のように考えることができます． 

図は平面上での説明ですが，ループが閉じれば終わりでなく，

実際には，紙面上に時間軸を想定し，図の平面的なループは，

時間軸に沿って三次元的にスパイラルアップをするということ

が前提です．図のループ的な考え方は，他にもあることを付記

しておきます1) 3)． 

 

３－１ 「点検」について 

 図－1に医療の流れ図，図－2に現段階で考えられる橋梁維持

管理の流れ図を示しました．点検は，近接目視が義務付けられ

ているようですが，管理する官庁，あるいは橋自身の重要度な

どが混在していることを考えて，以下のような流れを想定しま

した．ここでは，近接目視をすべての橋梁に義務付けてはいま

せん．これは，すべて近接目視という国の方針が，厳しい法律

的な拘束であれば固執しません．ただ，国から地方公共団体の

橋梁まで，全ての橋梁を近接目視する必然性はないと考えられ

ます．それで，こでは，次のような流れを考えて，図－2の「点

検」の内容としました． 
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 第 1 段階：すべての橋梁を対象として，遠望目視により

点検することを基本とする．その上で， 

  第 2 段階：第 1 段階の結果，近接目視をする必要があ

ると判断された橋梁について，近接目視により点検を行う．

あるいは，該当橋梁の重要度の関係から，遠望目視はせず，

必ず近接目視が必要となる橋梁については，第 1 段階を飛

ばして，第 2 段階を実施する． 

  第 3 段階：後の「診断」で求められることが明らかな

材料特性については，この段階で試験体を作り強度試験等

行う． 

 

３－２ 「診断」 

前節で説明したように，「診断」とは，外観目視，材料

試験，および詳細目視の情報を整理して，橋梁としての性

能評価をし，補修の有無の必要性および補修の時期を判断

する行為，と定義される． 

これを誰が担当するかというのが，現段階での一つの課

題ではないかと考えられます． 

後記のように文献 1）では，「土木技術者」が定義され

ていますが，そこに定義されている「土木技術者」が担当

すべきものと考えられます． 

また，発注体系を考慮すると，「点検」と「診断」は，

同一組織がまとめて実施した方が良いように考えられま

す．「診断」という行為を新しく設け，その重要性が大き

いのであれば，「点検」で得られたデータの理解，必要性

等を点検担当者から診断担当者に連続的に引き継ぐ必要

があります． 

なお．現状の入札体系からは，「点検」と「診断」を同

一組織が実施するのは無理のようです． 

 

３－３ 土木技術者 

（１）上級土木技術者 

文献 2）では，【1.3.2 上級土木技術者】の中で，土木

系技術者を「土木技術者」と「上級土木技術者」に分類し

ている．土木技術者は，土木構造物の基礎知識を有する者，

上級土木技術者は土木構造物に関する広範囲で高度な知 

 

 

識と豊富な実務経験を有する者と定義している． 

また土木学会では，特別上級技術者，上級技術者，1 級

技術者，2 級技術者の 4 段階の資格を認定し，その中で特

別上級技術者と上級技術者を上級土木技術者に分類して

いて，国が認定する技術士資格などに相当するとしている． 

 

（２）品質確保 

 土木構造物の構造計画，設計，施工並びに維持管理にあ

たっては，その品質を確保するために，すべての段階で責

任技術者を置くことが義務付けられ，責任技術者は，上級

土木技術者であることを原則としている．また，文献 2）

における 3 章の【3.3.2 設計成果の品質確保】の（2）で

は，設計照査は，二重に行うことが原則とされています． 

 さらに，文献 2）の 3 章 3.5 では，【3.5 維持管理の契

約および責任技術者の権限と責任】について記述され，

【3.5.1 一般】では，下図が記述されています． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．部材単位の健全性と道路橋毎の健全性の診断 

 

 文献 2）によると，構造物の要求性能および照査につい

ては，下記のように説明されている．図－4，表－1 は，

文献１）から構造物の要求性能について引用したものです

が，左から，要求性能，各要求性能に含まれると思われる

項目，および対応する照査のための指標が説明されている． 

図－1 医療の流れ図 図－2 橋梁維持補修の流れ図 

 3.5.1 一般 

（１）維持管理は，構造物の供用期間において，構造

物の性能を要求された水準以上に保持するためのすべ

ての技術行為をいう．本節では，主として点検および

措置の判断業務を対象としている． 

（２）施設管理者等は，その要求性能に応じた維持管

理計画を策定，適切な維持管理体制を構築し，構造物

の供用期間中の維持管理を適切に行うこととする． 

（３）施設管理者等は，策定した維持管理計画と維持

管理体制に基づき，必要な土木技術者を適切に配置し

なければならない． 

図－３ 橋梁維持補修の流れ図 
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図－４ 構造物の要求性能 

 

文献 2）によると，構造物の要求性能および照査につい

ては，上記の図－４のように説明されている． 

表－1 には，上記の要求性能，関連項目，指標などが示

されている．表－2 は，要求性能と各項目，および対応す

る部材等 などを示している． 

道路橋定期点検要領等では，健全性の診断結果の分類で

は，部材も構造も 4 段階の分類が示されているが，最終的

健全度の評価については，「一般には，構造物の性能に影

響を及ぼす主要な部材に直目して，【最も厳しい】健全性

の診断結果で代表させることができる．」とされている．

有効な具体的な指標がないのが理由と考えられるが，それ

では，定期的な点検，点検者の負担を増加させる近傍目視

などの意義が問われることになる． 

 

表－1 要求性能と各項目，および対応する部材等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そこで，本研究では橋梁の管理の中で，部材点検を用い

る橋梁の質的評価方法を提案する． 

橋梁を構成する部材は，部材種毎に点検がなされ，損傷

の程度が判断される．北海道市町村マニュアルには，21

種の損傷項目があげられている． 

 これらの 21 の点検項目と，材料ごとの部材評価を求め，

部材の評価から，橋梁の各目標性能に対する達成度を求め

た．結果は，付表にあるように数量化されるが，下図のよ

うにレーダーチャートで表現することにより，視覚的にも

各橋梁の評価ができるようになる． 

 この例では，総合的には良いが，「第三者評価」と「快

適性」は少し劣ると判断される． 
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４章 構造物の要求性能 

4.1 一般 

4.2 要求性能 

 構造物の設計においては，施工中及び設計供用期間内に

おいて，構造物の使用目的や重要度を考慮して要求される

すべての性能を考慮しなければならない．一般に，安全性，

使用性，耐久性，復旧性，環境・景観に対する適合性，施

工性，維持管理の容易さ，経済性などに関する要求性能を

考慮することとする． 

4.3 性能の検討 

 4.3.1 一般 

  構造物に要求される性能のうち，定量的な照査指標が

定められる性能については照査を行い，それ以外の性能は

適切に配慮しなければならない． 

 4.3.2 性能照査 

  構造物の性能照査は，適切な照査指標を定め，その限

界値と応答値との比較により行うことを原則とする． 

 4.3.3 定性的な性能の照査 

 定量的な照査指標が定められない性能については，構造

物の目的や立地条件などを考慮し，適切に配慮しなければ

ならない． 

図－5 性能別損傷度チャート 

 
表－3 性能別損傷度 

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じない段階．

構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早
期に措置を講ずべき状態．

構造物の機能に支障が生じている，又は生じる可
能性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態．

区分

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

予防保全段階

早期措置段階

緊急措置段階

構造物の機能に支障が生じていないが，予防保
全の観点から措置を講ずることが望ましい状態．

平均 最大 最小

耐荷性・安定性 4.5 5 4

第三者影響度 3.7 5 2

機能性 4.6 5 4

快適性 3.8 5 2

その他 5 5 3
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